
令和７年度「おおいた働き方改革」推進事業委託業務仕様書 

 

１ 委託業名 

令和７年度「おおいた働き方改革」推進事業委託業務 

 

２ 目   的 

本県の実情を踏まえたうえで、人事労務管理、経営戦略、人材戦略等について助言し、

働き方改革に取り組む県内企業を支援することで、県内全域での働き方改革の推進を図

ることを目的とする。 

 

３ 業務概要 

（１）働き方改革セミナー及び個別相談会の開催 

（２）働き方改革を支援するためのアドバイザー派遣 

（３）広報 

（４）管理調整業務 

（５）効果測定及び実績報告書の作成 

 

４ 履行期間 

契約締結日から令和８年３月１０日まで 

   

５ 委託業務内容 

（１）働き方改革セミナー及び個別相談会の開催 

県内企業を対象に、人材確保や経営戦略としての働き方改革の必要性や手法などを

理解してもらうオンラインセミナーと、各企業の課題について、個別に助言する個別

相談会を開催する。 

ア 参加対象 

県内の企業経営者及び人事労務担当者を主な対象とする。 

イ 開催回数等 

（ア）セミナー 

①開催回数 １回 

②開催方法 

 オンライン開催とし、開催終了後も一定期間アーカイブ配信を行うこと。配信

期間については、県と調整して決定する。 

なお、アーカイブ配信については、開催終了後に視聴を希望する申し込みがあ

った場合も、受付、視聴ＵＲＬの通知、アンケート実施・回収等必要な業務を行

うこと。 

  （イ）個別相談会 

  ①開催回数 ２回 

  ②開催方法 

   大分市内の会場で開催し、オンラインでの相談にもできる限り対応すること。 



ウ 開催日程等 

下記「カ セミナー内容」及び「キ 個別相談会内容」を満たす内容を実施する

ために必要なカリキュラムや時間を設定し、実施する。 

開催日時は、平日で効果的な時間帯を設定することとし、日程及び開催場所は県

と協議のうえ決定すること。 

エ 参加者の募集 

（ア）受託者は、参加者の募集に係る広報や募集受付を行う。 

（イ）セミナー参加企業数は１００社程度、個別相談会参加企業数は２０社程度とす

るが、上限を定めるものではない。 

オ 参加料 

無料とする。 

カ セミナー内容 

 下記の内容を満たすものとし、県と相談のうえ決定する。 

（ア）働き方改革の意義や、働き方改革が必要とされている社会的背景等の理解 

（イ）業務の標準化・効率化等、働き方を見直す具体的な方法や取組等の理解 

（ウ）働き方改革に関連した国、県の取組や助成金等についての情報提供 

キ 個別相談会内容 

（ア）企業ごとに相談しやすいスペースを準備し、１企業につき１名以上のアドバイ

ザーで対応すること。 

（イ）相談内容については、相談企業の課題や状況を理解し、アドバイザーの知見に

基づき、当該企業に適した働き方を見直す具体的な方法や働き方改革導入計画の

作成、働き方改革の定着などについてノウハウを提供すること。 

ク セミナー講師及び個別相談会アドバイザーの選定 

（ア）大分県働き方改革アドバイザー等、本県の実情を踏まえたうえで、人事労務管

理、経営戦略、人材戦略等について助言できる者とする。なお、大分県働き方改

革アドバイザー以外の者を選定する場合は、県と協議のうえ決定すること。 

（イ）働き方改革（ＤＸによる業務効率化を含む）に対して、深い知見を有している

こと。 

（ウ） 過去に働き方改革に関する研修の講師経験が多数あり、評価が良好であること。 

（エ）実際に企業内の働き方の見直しを実施し、総労働時間の削減や従業員のモチベ

ーション向上等に高い効果を発揮した経験があること。 

ケ その他 

（ア）開催にあたっては、商工会議所及び商工会等との連携を図り、周知を行うこと。 

（イ）セミナー講師、個別相談会アドバイザー、会場及び必要な機材等の手配は受託

者が行い、開催に係る経費については本事業の対象とする。 

（ウ）セミナー及び個別相談会で使用するテキスト・資料等は、受託者が作成し、受

講者に配布すること。また、県には、開催前に電子媒体を提出すること。 

 

（２）働き方改革を支援するためのアドバイザー派遣 

「おおいた働き方改革」共同宣言に掲げる目標等に取り組む企業にアドバイザーを



派遣し、当該企業に必要な助言等を行い、働き方改革の取組を支援する。 

ア 派遣対象 

県内に事業所を有する企業・団体等（法人格を有するものに限る）で、中小企業

または常時雇用する従業員数が概ね３００人以下の企業のうち、下記の共同宣言目

標等の達成に取り組む企業１０社を対象とする。 
・労働時間短縮・年休取得促進 ・男性の育児休業取得促進 

・女性活躍の促進       ・柔軟な働き方導入促進 

イ 派遣回数等 

派遣回数は、１企業あたり５回以上とし、１回あたりの指導時間は、９０分程度

とする。 
ウ 派遣先企業の募集及び選考 

受託者は、派遣先企業の募集に係る広報や募集受付を行い、県と協議のうえで、

派遣先企業を決定し、その結果を応募者に通知する。 

エ 企業負担 

無料とする。 

オ 内容 

 下記の内容を満たすものとし、県と相談のうえ決定する。 

 （ア）対象企業の経営者等に対して、働き方改革に取り組む必要性を十分理解しても

らう説明を行うとともに、そのための資料を提供する。 

（イ）アドバイザー派遣終了後も、対象企業等において働き方改革の取組を継続する

ためのノウハウを提供する。 

（ウ）当該取組をモデル事例として県内企業へ広く普及するため、派遣先企業の取組

について事例報告書を作成し、県へ提出する。提出された報告書は、働き方改革

に取り組んだ企業の事例として県のＷｅｂサイトに掲載するなど、県が普及・啓

発に利用する。 

  カ アドバイザーの選定 

  （ア）大分県働き方改革アドバイザー等、人事労務管理、経営戦略、人材戦略等につ

いて助言できる者とする。なお、大分県働き方改革アドバイザー以外の者を選定

する場合は、県と協議のうえ決定すること。 

（イ）働き方改革に対して、深い知見を有していること。 

（ウ） 実際に企業内の働き方の見直しを実施し、高い効果を発揮した経験があること。 

  キ その他 

（ア）アドバイザー派遣に必要な準備、手配等は受託者が行うこと。 

（イ）アドバイザー派遣で使用する資料等は、受託者が作成し、派遣先企業に提供す

ること。また、県には、電子媒体を提出すること。 

 

（３）広報 

    本事業における開催告知や募集案内等の広報にあたっては、チラシ等を作成する

ほか、受託者の工夫により効果的に実施すること。また、アーカイブ配信期間中も、

企業の視聴を促すための広報を実施すること。 



なお、実施にあたっては、県と十分に協議すること。 

 

（４）管理調整業務 

本業務の目的を達成するため、提案内容に応じた必要経費、スタッフ等を確保し、

円滑に事業を運営すること。 

なお、業務の遂行に際しては、委託業務の責任者を選任し、県と連絡調整を綿密に

行うとともに、事業の進捗を管理し、取組状況等県の求めに応じて報告すること。 

 

（５）効果測定及び実績報告書の作成 

ア 効果測定のため、セミナー・個別相談会参加者に対し、アンケート調査を実施す

ること。 

イ アンケート調査実施については、予め周知し、協力について承諾を得ておくもの

とする。 

ウ 実施内容、会場写真、アンケート調査の集計・分析結果等をまとめた実績報告書

を作成し、県に提出すること。 

 

（６）その他 

   上記の業務を行ったうえで、さらに高い効果が見込める工夫や方法があれば提案す

ること。 

 

６ その他業務実施上の条件 

（１）受託者は関係法令を遵守すること。 

 

（２） 受託者は、本業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、または自己

の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。 

 

（３）受託者は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わ

せてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面により県の承認

を得たときはこの限りでない。なお、「主たる部分」とは、業務における総合的企画、

業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等当該業務に係る基本的又は中心的なものに

位置づけられる業務をいうものとする。 

 

（４）本仕様に伴う一切の経費は、受託者の負担とする。 

 

（５）契約締結後、速やかに契約期間中の本業務のスケジュールについて作成し、提出す

ること。 

 

（６）内容に変更が生じる場合は、その都度、予め県に協議すること。 

 

（７）不測の事態により、定められた期日までに業務委託を完了することが困難になった



場合には、直ちにその旨を県に連絡し、その指示に従うこと。 

 

（８）成果物に係る権利は、全て本県に帰属するものとする。 

 

（９）契約に当たっては、企画提案等の内容について、県と委託候補者との協議により、

必要に応じて修正できるものとする。 

 

（10）本業務の遂行中に第三者に与えた損害等については、県の責めに帰すべき場合を除

き、責任を負う。 

 

（11）契約締結後、この仕様書に記載されていない事項が発生した場合、及びこの仕様書

に疑義を生じた場合には、県と委託候補者は協議し、変更内容等について決定する。 


